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J-PEC第1110-0060号 

制定 平成23年11月25日 

 

 

住宅用太陽光発電導入支援復興対策事業 応募要領 

 

（目 的）  

１. この応募要領は、一般社団法人太陽光発電協会内に設ける太陽光発電普及拡大センター

（以下「Ｊ－ＰＥＣ」という。）の住宅用太陽光発電導入支援復興対策事業実施細則（以下

「実施細則」という。）に基づく、住宅用太陽光発電導入支援復興対策事業の円滑な運営を

図るため、申込方法及びその他の手続を定めたものです。 

 

（用 語） 

２. この応募要領で使用する用語は、特に定めない限り実施細則において使用する用語の例に

よります。 

 

（補助金交付の対象） 

３. 補助事業者（申込者）は、電灯契約を結んでいる個人、法人（個人事業主を含む）、又

は建物の区分所有等に関する法律第２５条第１項に規定する管理者（以下「区分所有法に

規定する管理者」という。）であることとします。 

ただし、補助事業者が明らかに住居を第三者に賃貸を行う場合は、その賃借人が電灯契約を

結ぶものを含みます。 

また、設置する建物は、住居として使用されているもの、又は住居として使用される  

予定のものであること（店舗、事務所等との兼用は可とする）とします。  

 ＊住民票、又は建物登記簿謄本等にて住居であることが確認出来ることが条件となります。 

 

（対象システム） 

４. 対象システムは、実施細則第３条に定める要件に適合するものとします。ただし、太陽

電池モジュール・パワーコンディショナの補助対象機器を同時に設置する場合に限ります。 

 

（その他の要件） 

５. 新築及び既築における工事着工日及び建売における引渡し日は、補助金申込み（以下

「申込み」）受付開始日（平成２３年１１月２５日（金））以降で、かつ受理決定日以降

であること。また、新築及び既築における補助金申込書及び工事請負契約書に記載する工

事着工予定日及び建売における補助金申込書及び売買契約書に記載する引渡し予定日は、

補助金申込書に記載された申込日を起算日として、Ｊ－ＰＥＣの定める休日を除いた１５日

目以降とします。尚、補助金申込書に記載する申込日は、補助金申込書を郵便等にて発

送する日を記載するものとします。 

ただし、平成２３年１１月２５日（金）以前にＪ－ＰＥＣが受けた補助金申込書の工事着
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工日及び建物引渡日の設定に係る標準処理期間の起算日は１１月２５日（金）とします。 

 

（応募期間） 

６. 実施細則第５条で定める補助金申込みの応募期間は、平成２３年１１月２５日（金）か

ら平成２４年３月３０日(金)までとします。 

 

（申請の受付停止） 

７. 実施細則第５条第３項の規定に基づき、申込みの受付停止を応募期間内に行う場合があ

ります。 

なお、申込みの受付は、予算の範囲を超えた日の前日（Ｊ－ＰＥＣの定める休日を除

く日）をもって停止します。 

 

（申込みの資格） 

８. 実施細則に定める申込み及び申込方法に係る手続は、次のとおりとします。なお、自己の

所有でない建築物等に太陽電池モジュールを設置する場合には、建築物等所有者の承諾

欄に記入の上、捺印をして下さい。 

申込みの資格を有する者は、対象システムを設置しようとする個人、法人（個人事業主を含む）、

又は区分所有法に規定する管理者であって、対象システムの設置予定者、又は使用予定者

が電灯契約をしており、かつ以下の要件を満たしているものとします。 

（１）受付開始日（平成２３年１１月２５日（金））以降に補助金申込書をＪ－ＰＥＣに

提出できる者であること。 

（２）受理決定日から起算して、新築の場合は原則として７ヶ月、既築の場合は原則として

４ヶ月以内、又は平成２４年１１月３０日（金）のいずれか早い日までに、工事完了

し、電力会社と対象システムの電力受給を開始できる者であること。また、建売の場

合は原則として４ヶ月以内、又は平成２４年１１月３０日（金）のいずれか早い日

までに建物の引渡しを受け、電力会社と対象システムの電力受給を開始できる者であ

ること。 

（３）事業を営んでいない個人（ただし、申込者と電灯契約者（電力受給契約者）が異なる

場合は除く。）は、次の各号に掲げる排出削減事業のいずれかについて、事業の実施に

関する意思を表明すること。  

①国の委託を受けた事業者が運営・管理する国内クレジット制度に基づく排出削減事業

（グリーン・リンケージ倶楽部（太陽光発電）） 

②地方公共団体、又は民間団体等が運営・管理する国内クレジット制度に基づく排出削

減事業、オフセット・クレジット（Ｊ－ＶＥＲ）制度に基づく排出削減・吸収プロジェク

ト、又はグリーン電力証書システムに基づくグリーン電力発電事業者となること。 

 

（申込みの方法） 

９. 申込みをしようとする者は、定められた応募期間中に次の手続に従って申込みをして

下さい。 
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（１）申込者は実施細則の様式第１（個人用）、又は様式第２（法人用）の補助金申込書

を電灯契約（電力受給契約）１件毎に記入し、実印を捺印の上、次の書類を添付し

てＪ－ＰＥＣに提出して下さい。 

   ※法人、個人事業主及び区分所有法に規定する管理者は様式第２（法人用）を使用

してください。 

１）新築・既築（個人用・法人用）の場合 

（イ）機器の購入の証並びに工事期間の確認として「工事請負契約書」等（原則と

してお客様控え）の写し 

・対象システムの購入が確認できること(契約書の本文に記載がない場合は 

付属書類で確認できること) 

・原則として工事着工予定日並びに工事完了予定日が明記されていること。 

（ロ）工事内訳書兼重要事項確認書（新築用、既築用）（個人用・法人用同一です。） 

・対象システムに限定した工事着工予定日並びに工事完了予定日が記載されて

いること。 

・「太陽電池モジュール」「架台」「パワーコンディショナ」「その他付属

機器」「設置工事に係る費用」のそれぞれの補助対象経費金額及びその他経

費が明確に記載されていること。（工事請負契約書等を基にしたもの） 

・重要事項確認欄は、必ず申込者自身による自署、捺印（実印）を行うこと。 

（ハ）印鑑証明書の原本（申込日から３ヶ月以内に発行された現住所のもの） 

（ニ）建物の所有及び住居であることを証明する建物の登記簿謄本（既築の場合）

（申込日から３ヶ月以内に発行されたもの） 

・別荘等、自己の居住する建物以外（集合住宅の場合も含む）に対象システ

ムを設置しようとする場合に提出して下さい。 

・法人（個人事業主含む）が、申込みを行う場合に提出して下さい。 

（ホ）建築確認済証の写し（法人用 新築の場合） 

（へ）法人の場合は会社謄本の原本（現在事項証明書）（申込日から３ヶ月以内に

発行されたもの）、個人事業主の場合は直近の事業申告書（青色申告書・白色

申告書）の写し 

（ト）対象システムの単線結線図、又はシステム系統図（各戸個別連系か共用部連

系か確認可能なもの）（集合住宅の場合、又はパワーコンディショナを複数台

使用する場合） 

（チ）管理組合法人の場合は、法人登記簿謄本の原本、対象システム設置議決時の

議事録のコピー 

（リ）区分所有法に規定する管理者の場合は、管理規約、管理者の選任が確認でき

る資料、対象システム設置議決時の議事録のコピー 

（ヌ）手続のチェックシート（補助金申込用） 

２）建売（個人用・法人用）の場合 

（イ）対象システムの設置された住宅を購入する証として建売住宅の「売買契約書」

（原則としてお客様控え）の写し 
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・原則として、対象システムが含まれていることが記載されていること。 

・建売住宅引渡し予定日が明記されていること。 

（ロ）工事内訳書兼重要事項確認書（建売用）（個人用・法人用同一です。） 

・原則として建物の引渡し予定日が記載されていること。 

・「太陽電池モジュール」「架台」「パワーコンディショナ」「その他付属

機器」「設置工事に係る費用」のそれぞれの補助対象経費金額及びその他経

費が明確に記載されていること。（売買契約書等を基にしたもの） 

・重要事項確認欄は、必ず申込者自身による自署、捺印（実印）を行うこと。 

（ハ）印鑑証明書の原本（申込日から３ヶ月以内に発行された現住所のもの） 

（ニ）法人の場合は会社謄本の原本（現在事項証明書）（申込日から３ヶ月以内に

発行されたもの）、個人事業主の場合は直近の事業申告書（青色申告書・白色

申告書）の写し 

（ホ）建築確認済証の写し 

（へ）対象システムの単線結線図、又はシステム系統図（各戸個別連系か共用部連

系か確認可能なもの）（集合住宅の場合、又はパワーコンディショナを複数台

使用する場合） 

（ト）管理組合法人の場合は、法人登記簿謄本の原本、対象システム設置議決時の

議事録のコピー 

（チ）区分所有法に規定する管理者の場合は、管理規約、管理者の選任が確認でき

る資料、対象システム設置議決時の議事録のコピー 

（リ）手続きのチェックシート（補助金申込用） 

（２）申込みは、申込者本人、手続代理者、又は手続代行者が、補助金申込書及び（１）

に定める添付書類をＪ－ＰＥＣに郵送（配達記録付き）等により行って下さい。 

＊補助金申込書は信書に該当する為、法的に信書が送付でき、かつ配達記録が確認出

来る方法にて送付して下さい。 

（３）Ｊ－ＰＥＣは、補助金申込書に記載された内容が実施細則及び技術仕様書に記載さ

れた対象システム要件に適合すると認めた場合は、補助金申込書を受理し、実施細則

第６条第１項の規定に基づき、申込者に対して、受理番号、補助金交付申請額及び受

理決定日を通知します。 

Ｊ－ＰＥＣは、原則としてＪ－ＰＥＣの定める休日を除く１４日以内に審査を行い、

申込みを受理すべきと認める者に対し、受理を決定し通知しますが、提出された補助

金申込書等に申込者、手続代理者もしくは手続代行者の原因による不備等が有る場合

は、申込者、手続代理者及び手続代行者に補助金申込書の返却を行い、具備後、再度

審査を行い、Ｊ－ＰＥＣが定める日にて通知を行います。 

なお、この「通知」はあくまでも申込みの受理であって、実施細則第１０条に定め

る補助金交付申請書（兼完了報告書）を適正に提出した時点で初めて補助金交付の要

件を具備するものとします。 

また、補助金交付申請書（兼完了報告書）提出前に実施細則及びこの応募要領に違

反したときは、交付決定の権利は失効するものとします。 
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（４）Ｊ－ＰＥＣは、補助金申込書の内容が実施細則及びこの応募要領に定める要件に適

合していないと認めるときは、補助金申込書を受理せず、その旨を申込者に通知しま

す。 

（５）Ｊ－ＰＥＣは、補助金申込書が提出された時点において、すでに補助金交付に係る

補助金の予定額が予算の範囲を超えているときは申込みの受付を停止します。 

（６）申込者は、補助金申込受理決定通知書に記載された受理決定日以降に、新築・既築

の場合は対象システムの工事を着工し、建売の場合は建物の引渡しを受け、電力会社

と電力受給を開始して下さい。 

 

（計画変更の承認） 

１０. 補助事業者は、補助金申込受理決定通知書を受領後、実施細則第１３条第１項に定め

る各項目に該当する理由により、実施細則第１０条に定める完了日（以下、完了日という。）

を起算日として２ケ月以内に補助金交付申請書（兼完了報告書）が提出できない場合及び

計画を変更しようとする場合には、様式第７－１、又は様式第７－２による計画変更承認

申請書を記入、捺印（スタンプ印以外の認め印で可、法人の場合は会社印）の上、Ｊ－Ｐ

ＥＣに提出し、あらかじめ承認を得て下さい。 

 

（中止の承認） 

１１. 補助事業者は、補助金申込受理決定通知書の受領後、やむを得ない理由により対象シ

ステムの設置を中止しようとする場合、又は対象システムの設置された建売住宅の購入を

中止しようとする場合は、実施細則第１３条に従い、様式第４による中止承認申請書を記

入、捺印（スタンプ印以外の認め印で可、法人の場合は会社印）の上、Ｊ－ＰＥＣに提出

し、承認を得て下さい。 

なお、設置場所が変更となる場合、販売業者及び手続代行者が変更となる場合は、中止

承認申請書をＪ－ＰＥＣに提出し、承認を得た後、新たに補助金申込書を提出して下さい。 

 

（補助金交付申請書（兼完了報告書）の提出） 

１２. 補助事業者は、完了日から起算して２ヶ月以内、又は平成２５年１月３１日（木）の

いずれか早い日（必着）までに実施細則の様式第５（個人用）、又は様式第６（法人用）

により補助金交付申請書（兼完了報告書）を電力受給契約1件毎に記入、実印を捺印の上、

次の書類を添付してＪ－ＰＥＣに提出して下さい。なお、完了日とは、電力会社と対象シ

ステムの電力受給を開始した日とします。 

※法人、個人事業主及び区分所有法に規定する管理者は様式第６（法人用）を使用してく

ださい。 

 

１）新築・既築（個人用・法人用）の場合 

（イ）補助事業者本人の住民票の原本（提出日から３ヶ月以内に発行された現住所の 

もの）（個人用） 

（ロ）印鑑証明書の原本（提出日から３ヶ月以内に発行された現住所のもの） 
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（ハ）写真(カラー写真) 

① 太陽電池モジュールが設置された建物の全体写真 

② 連系点（パワーコンディショナ、余剰電力販売用電力量計の設置場所）の建物（住

宅）の全体写真 

③ 太陽電池モジュールの設置状態（設置された太陽電池モジュール全ての枚数が確

認できるもの）を示す写真 

＊写真により全ての枚数が確認できない場合は、補足としてシステム配置図を添

付して下さい。なお、システム配置図はあくまで補足資料であり、必ず写真は添

付して下さい。 

＊集合住宅に設置した場合は、各戸のシステムが判るように写真に記載の上、シ

ステム配置図を必ず添付して下さい。 

④ パワーコンディショナの設置写真（機器の全景が収まっている写真） 

⑤ パワーコンディショナの型式名及び製造番号（銘板）の写真（型式名と製造番号

が１枚に収まっており、型式名及び製造番号が明確に読み取れる写真） 

（ニ）対象システムの設置に係る領収書の写し（補助事業者が、補助対象経費を支払い、

販売業者等が受け取ったことが証明できること） 

＊銀行振込の場合、振込明細書、入金明細書ではなく、必ず領収書を提出して下さ

い。 

＊割賦による支払（ローン）や立替払い（クレジット）等の利用の場合も必ず領収

書の提出が必要です。ローンの申込用紙、支払明細書は不可です。また、利用する

ローンやクレジットに関しては、対象システムの所有権が補助事業者にあり、必ず

販売先が領収書を発行出来るものを利用して下さい。また、リース契約は利用でき

ません。 

＊印紙税に基づく印紙が添付されていること。 

（ホ）電力会社との電力受給契約確認書の写し 

＊電力会社の発行する「太陽光契約に関するお知らせ」等契約を証明する書類の

写しでも可とします。（連系開始（予定）日は原則として受理決定日以降かつ工

事着工日以降であること） 

＊集合住宅の所有者が設置し電力受給契約者が賃借人の場合は、賃借人名義のも

のを添付して下さい。その際、賃借人との部屋の賃貸借契約書の写しを必ず添付

して下さい。 

＊新築の集合住宅に対象システムを設置した場合は、補助事業者（所有者）名に

て、一旦電力受給契約を行って下さい。 

（へ）対象システム（全ての太陽電池モジュール）の出力対比表（太陽電池モジュール

の製造番号と実出力の対比ができるもの） 

（ト）対象システムを設置する建物（パワーコンディショナ、余剰電力販売用電力量計

設置場所である連系点）の所有及び住居であることを証明する建物登記簿謄本の原

本〔法人の場合の新築及び個人の場合の別荘（新築）〕（提出日から３ヶ月以内に

発行されたもの） 
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（チ）特殊工事を証明する写真（特殊工事のある場合） 

＊工事内容により、工事前、工事中、工事後の写真が必要となります。 

（リ）領収書内訳書兼重要事項確認書（完了報告用） 

   ・「太陽電池モジュール」「架台」「パワーコンディショナ」「その他付属機 

器」「設置工事に係る費用」のそれぞれの補助対象経費の金額及びその他経費の

金額が明確に記載されていること（合計が領収書額面金額と一致していること）。 

・重要事項確認欄は、必ず内容を確認の上、記入して下さい。〔補助事業者は、 

自署、捺印（実印）を行うこと。〕 

（ヌ）管理者の選任が確認できる資料 

＊区分所有法に規定する管理者が申込時から変更された場合は提出してください。 

（ル）手続きのチェックシート（完了報告書用） 

２）建売（個人用・法人用）の場合 

（イ）補助事業者本人の住民票の原本（提出日から３ヶ月以内に発行された現住所の  

もの）（個人用） 

（ロ）印鑑証明書の原本（提出日から３ヶ月以内に発行された現住所のもの） 

（ハ）写真(カラー写真) 

① 太陽電池モジュールが設置された建物の全体写真 

② 連系点（パワーコンディショナ、余剰電力販売用電力量計の設置場所）の建物の

全体写真 

③ 太陽電池モジュールの設置状態（設置された太陽電池モジュール全ての枚数が確

認できるもの）を示す写真 

＊写真により全ての枚数が確認できない場合は、補足としてシステム配置図を添

付して下さい。なお、システム配置図はあくまで補足資料であり、必ず写真は添

付して下さい。 

＊集合住宅に設置した場合は、各戸のシステムが判るように写真に記載の上、シ

ステム配置図を必ず添付して下さい。 

④ パワーコンディショナの設置写真（機器の全景が収まっている写真） 

⑤ パワーコンディショナの型式名及び製造番号（銘板）の写真（型式名と製造番号

が１枚に収まっており、型式名及び製造番号が明確に読み取れる写真） 

（ニ）対象システムの設置に係る領収書の写し（補助事業者が、補助対象経費を支 

払い販売業者等が受け取ったことが証明できること） 

＊銀行振込の場合、振込明細書、入金明細書ではなく、必ず領収書を提出して下

さい。 

＊割賦による支払（ローン）や立替払い（クレジット）等の利用の場合も必ず領

収書の提出が必要です。ローンの申込用紙、支払明細書は不可です。また、利用

するローンやクレジットに関しては、対象システムの所有権が補助事業者にあり、

必ず販売先が領収書を発行出来るものを利用して下さい。また、リース契約は利

用できません。 

     ＊印紙税に基づく印紙が添付されていること。 
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（ホ）電力会社との電力受給契約確認書の写し 

＊電力会社の発行する「太陽光契約に関するお知らせ」等契約を証明する書類の

写しでも可とします。（連系開始（予定）日は原則として受理決定日以降である

こと） 

（へ）対象システム（全ての太陽電池モジュール）の出力対比表（太陽電池モジュール

の製造番号と実出力の対比ができるもの） 

（ト）特殊工事を証明する写真（特殊工事のある場合） 

＊工事内容により、工事前、工事中、工事後の写真が必要となります。 

（チ）対象システムを設置する建物（パワーコンディショナ、余剰電力販売用電力量計

設置場所である連系点）の所有及び住居であることを証明する建物登記簿謄本の原

本（法人の場合及び個人の場合の別荘）（提出日より３ヶ月以内に発行されたもの） 

（リ）対象システムを設置した建売住宅が確認できる立面図・屋根伏せ図 

（ヌ）領収書内訳書兼重要事項確認書（完了報告用） 

   ・「太陽電池モジュール」「架台」「パワーコンディショナ」「その他付属機 

器」「設置工事に係る費用」のそれぞれの補助対象経費の金額及びその他経費の

金額が明確に記載されていること（合計が領収書額面金額と一致している事）。 

・重要事項確認欄は、必ず内容を確認の上、記入して下さい。〔補助事業者は、 

自署、捺印（実印）を行うこと。〕 

（ル）管理者の選任が確認できる資料 

＊区分所有法に規定する管理者が申込時から変更された場合は提出してください。 

（ヲ）手続のチェックシート（完了報告用） 

 

 (補助金交付額の決定) 

１３. Ｊ－ＰＥＣが、補助金交付申請書（兼完了報告書）を受理したときは、その対象シス

テムが要件に適合することを審査し、適合すると認めたときは、補助金交付額を確定し、

補助事業者に対し書面にて通知します。 

 

（処分の承認） 

１４. 補助事業者は、対象システムの法定耐用年数の期間内において、対象システムを処分

しようとするときは、別に定める「補助金に係る財産処分等の承認基準」に従い、実施細

則の様式第３財産処分承認申請書をＪ－ＰＥＣに提出し、その処分の承認を得て下さい。

なお、この場合、補助事業者は、実施細則第７条第６号の規定に基づき、Ｊ－ＰＥＣから

交付を受けた補助金の返還を請求されたときは、請求に応じ返還しなければなりません。  

  補助金の返還に関しては、実施細則第２０条第3項の規定を準用します。  

 

（補助金交付申請書関係書類の保管） 

１５．補助事業者は、補助金交付申請に係る提出資料の写し及び各種通知書類を、補助金の

交付を受けた日の属する一般社団法人太陽光発電協会の会計年度の終了した日から、１７

年間保存してください。一般社団法人太陽光発電協会の会計年度は、毎年４月１日に始ま
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り、翌年３月３１日に終わります。  

 

 

附則 

この応募要領は、平成２３年１１月２５日から効力を有するものとする。 

 

以上  


